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Ⅰ 労災保険制度の体系

＜出所：『労働者災害補償保険制度の概要』＞

＜理念・目的＞

労働者災害補償保険制度は、制度の発足以降、通勤
災害保護制度、介護補償給付、二次健康診断等給付の
創設等の改正を行っているが、基本的には労働基準法
に基づく使用者の災害補償責任を保険によって担保す
るものである。

労災保険の目的は、労働者の業務災害及び通勤災害
に対して迅速かつ公正 な保護をするために保険給付を

行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進、被災労
働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を
図ることにより、労働者の福祉の増進に寄与しようとする
ものである。

教176
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＜適用＞

＜出所：『労働者災害補償保険制度の概要』＞

教176-177
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＜出所： 『労災保険給付の概要』p1＞

＜労災保険の適用範囲＞
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＜出所：厚生労働省HP: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154431.html＞

＜労災保険の給付＞ 教181-185
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＜他の社会保険給付との調整＞

＜労災保険と民事損害賠償との調整＞

労災保険の年金と厚生年金保険等の年金とが同一の事由について併給
される場合には、労災保険の年金の額は，政令で定める率により減額され
る。 休業（補償）給付と厚生年金保険等の年金が同一の事由について併
給される場合も同様である。

(1) 事業主責任災害の場合（労災事故につき、事業主に民事賠償の責任ある場合）

同一の労働災害によって生じた損害について、労災保険給付と事業主から民事
損害賠償との両者を受けることができる場合には、この両者の間の調整が行わ
れる。

(2) 第三者行為災害の場合（労働者が第三者の不法行為によって業務災害又は
通勤災害を被った場合）
イ 同一の損害について損害賠償が保険給付より先に支払われたときは、その

賠償額の限度で保険給付が減額される。
ロ 保険給付が損害賠償より先に行われたときは、政府は、その給付の価額の

限度で受給者が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、第三
者に対して求償する。

＜出所：『労働者災害補償保険制度の概要』＞
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＜労働福祉事業＞

＜費用の負担＞

適用事業に係る労働者及びその遺族の福祉の増進を図るため、労災
就学等援護費の支給等を行っている。

労災保険の事業に要する費用は、事業主が負担する労災保険料によって
まかなわれている（一部国庫補助）。

なお、労災保険率は、事業主間の負担の公平を期するため事業の種類ごと
に災害率等に応じて３年に１度見直しが定められている。

（1000分の4.5～1000分の118）

＜出所：『労働者災害補償保険制度の概要』＞

メリット制：事業主の保険料負担の公平性の確保と、労働災害防止努力の
一層の促進を目的として、その事業場の労働災害の多寡１に応じて、
一定の範囲内（基本：±40％、例外：±35%、±30%）で労災保険率
または労災保険料額を増減させる制度

教186

教177-178
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＜出所：『労災診療費審査体制等充実強化対策事業の概要と実施状況』＞

＜制度の概要まとめ＞ 教176-185
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Ⅱ 業務災害・通勤災害の要件

＜出所： 『労災保険給付の概要』p1＞

＜業務災害の定義＞

「業務起因性」

「業務遂行性」

教179-180
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＜業務上の負傷＞

＜出所： 『労災保険給付の概要』p1＞
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（業務上の負傷（続））

＜出所： 『労災保険給付の概要』p2＞
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＜業務上の疾病＞

①労働の場に有害因子が存在していること
②健康障害を起こしうるほどの有害因子にさらされたこと
③発症の経過および病態が医学的にみて妥当であること

＜出所： 『労災保険給付の概要』p2-3＞
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＜複数業務要因災害＞

＜出所： 『労災保険給付の概要』p3＞
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＜通勤災害の定義＞

＜出所： 『労災保険給付の概要』p3＞

教180
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＜通勤の形態＞

＜出所： 『労災保険給付の概要』p6＞



c 久保知行 2021
15

＜通勤の範囲＞ 「逸脱」通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な
経路をそれること、

「中断」通勤の経路上で通勤と関係のない行為を行うこと

＜出所： 『労災保険給付の概要』p6＞
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＜第三者行為災害＞

＜出所： 『労災保険給付の概要』p7＞
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（交通事故の場合）

＜出所： 『労災保険給付の概要』p7＞
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Ⅲ 労災保険の給付
＜労災保険給付等一覧＞

＜出所： 『労災保険給付の概要』p8-9＞

給付基礎日額：原則として労働基準法の平均賃金相当額

教181-185



c 久保知行 2021
19

（労災保険給付等一覧（続））

＜出所： 『労災保険給付の概要』p8-9＞
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（労災保険給付等一覧（続2））

＜出所： 『労災保険給付の概要』p8-9＞
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（労災保険給付等一覧（続3））

＜出所： 『労災保険給付の概要』p8-9＞
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Ⅳ 労災保険制度の沿革

＜出所：『労働者災害補償保険制度の概要』参考＞

教187-188
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（沿革（続））

＜出所：『労働者災害補償保険制度の概要』参考＞
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＜出所：厚生労働省HP https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/library/fukuoka-roudoukyoku/7eisei/eisei35.pdf＞

＜平成１７（２００５）年法改正：通勤災害の対象拡大＞
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＜出所：厚生労働省HP： https://www.mhlw.go.jp/content/000644911.pdf＞

＜令和２年法改正の概要＞
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